
11 月 18 日シンポジウム「朝霞市の未来は安泰か」 

第 1 部 議会改革と市民参加 議事録 

 
高井章博さん（自治体議会改革フォーラム世話

人） （録音不調のため最初の部分は簡略）昨

年、北海道の栗山議会が議会基本条例というの

を作りました。それが、私たちが議会はこうあ

ってほしいなと思ってきたことの多くを実現し

ているので、早速、栗山町議会に話を聞きに行

き、これとおなじようなことが全国で広められ

ないかと考えたわけです。 
 そうして始めた運動が、「自治体議会改革フォ

ーラム」です。（これより録音正常）栗山町議会

基本条例による改革は大きく 3 つありまして、

1 番目が本会議や委員会という公式の場で自由

討論の制度を条例化したこと。2 番目が議会主

催の説明会を開催するということを決めた、毎

回の定例会でどういった議論をして、どういっ

た結論を出したのか議会が主催して説明をする、

そしてもちろん町民に対して質疑応答もすると

いう仕組みをつくった。3 番目が一般会議とい

うのですが、重要な議案については町民が議会

に集まって、議員と一緒に議論をする。特徴的

にはこの 3 つ改革でした。 
 皆さん有権者の立場からすると、そのような

ことはやって当たり前と思います。議会という

のは議員どうしが議論としている場だと思われ

るのではないでしょうか。その感覚からすると

自由討論はやっていて当たり前のことですが、

そうではないというのが自治体議会の現状です。

私も三鷹市議会に 12 年いましたけども同じで

す。議員どうしが政策に討論することはありま

せんでした。 
 名前の上では、自治体議会の議事の流れには

「討論」という時間はあります。ただしそれは、

採決の直前で、議案の賛否の理由はこれこれこ

ういうことです、と説明するだけの言いっぱな

しを各会派が言うだけのものです。討論なのに、

誰かの主張を聞いて考え方を変えようというや

りとりはありません。議会の中で中心的に行わ

れているのは行政側に質問や質疑をして行政側

が答弁する、このやりとりだけなのです。栗山

町議会は、議員どうしが議事録の残る公式の会

議の場でやろうと決めたわけです。 
栗山町議会基本条例は、ある意味今までの自

治体議会のやれてなかったこと、やるべきなの

にやらなかったことをあぶり出しました。これ

を昨年の市民と議員の条例づくり交流会議で、

これはすばらしい改革だと、こういう改革をど

んどん進めなくてはならないという認識に立っ

た。それと同時にいくら市民と議員が一緒にな

ってまちづくりのための条例作りを進めようと

いっても、前提となる議会がこういう状態では

条例づくりが進むわけがない、まずは議会改革

を全国で進めなくては市民の手で自分たちに必

要な条例を作るということはできない、という

ことになりまして、昨年の今頃になるのですが、

全国的に栗山町議会基本条例を基本にしたよう

な改革を進めるための運動をやりましょうと立

ち上がったのが「自治体議会改革フォーラム」

です。 
きょうはみなさんのお手元にパンフレットを

配りました。 
このフォーラムは、準備会は去年の今頃立ち

上げて、1 月の終わり頃に発足したのですけど、

その半年後に統一地方選挙が行われることにな

っていました。選挙が行われるというのはいい

機会なのでそれを利用してこの運動を進めよう

としました。 
平成の市町村合併のために、全国の自治体の

統一地方選挙の統一率は減っておりまして、

1800 自治体の 3 割しか統一地方選挙が行われ

ていません。そうはいっても全国の自治体の 3
割が実施するわけですから、この選挙に立候補

する人に訴えかけて、賛同していただく。賛同

していただいた候補者の方にそれを公約にして

選挙をたたかっていただいて、無事当選された



ら 4 年間その公約の実現をしていだくために協

力していただこう、フォーラムはそれをチェッ

クしていこう、統一地方選挙で行われない７割、

朝霞市もそうですけどもどんどん訴えかけて、

少なくとも４年は続く息の長い活動をしようと

思う。目標は大きいのですが、全国の自治体議

員の過半数が賛同人になっていただければ、日

本全体の改革が進むだろうという運動を始めた

わけです。 
このパンフレットを見ていただければわかり

ますが、私たちは 10 個の改革目標を設定しま

した。そして 3 つのステップに分けました。大

きく 2 つになるのですが、まず、現行の地方自

治法の中で改革できること、それはつまり議会

がやろうと思えばできること、それと地方自治

法の改正をしないと改革できないこと、そこを

2 つにわけましょう。今すぐできる改革のうち

重要と思われる 3 点を共通改革目標として統一

自治体選挙の改革をステップワンとして賛同し

ていただく、それ以外はステップ 2 ということ

で、全部で 3 段階のステップで改革を進めよう

という考え方です。 
今回、私たちが力をいれて訴えたのがステッ

プ 1 の 3 点で、現状の自治体議会は討議をしな

い議会、それではいけないというので討議をす

る議会をつくっていこうというのが 1 つめ。2
つ目は市民が発言できない議会になっている。

だから市民が発言できるような議会、市民の声

を吸い上げられる議会になっていこう。3 つ目

は情報公開が不十分だ、それではいけないので、

最近はインターネット技術が進んでいますから、

動画配信を進めて積極的な情報公開を進めてい

く議会になっていただこう、その 3 つに取り組

んでいく。 
 非常に重要な点なので、難しいかも知れませ

ん。かえって 4 項目目以降の方が簡単できるの

ですが、最初の 3 項目は根幹にかかわることな

ので、まず取り組んでいただこうと目標にして

運動を進めてきたわけです。 
 実際、運動を進めるにあたって、みんな頭の

中では全国の議会は遅れているだろうと思って

いたのですが、実際問題どのくらいなのか調査

しないと議論ができないだろうということで、

少し大変だったのですが、全国の自治体議会に

アンケート調査をしました。 
 今日配られている資料の 14～15 ページに調

査票を載っています。全国の 1890 の議会に発

送しました。都道府県・区市町村全部に回答の

依頼をしました。なかなか回答をくれないとこ

ろは催促もしました。結果、77.7％、1468 議会

から回答が来ました。都道府県、政令指定都市

23 区は 100％、一般市 87.0％685 市、町に関し

ては、72.1％の 601 町、村は 59.4％の 197 村と

なっています。全体ではかなりたくさんから集

まったといえます。 
 その結果として、8 ページ以降にまとめが出

ています。いちばんわかりやすいのは 9 ページ

のグラフですが、ほとんどが 0 点なのです。栗

山はそもそも栗山町議会をお手本にしてアンケ

ート作りましたので100点を取るのは当たり前

ですが、他にいくつか高いところがありました

が、9 ページをご覧になっていただいてゼロ点

395 議会、10 点が 546 議会と、半分以上の自治

体が基本的にはほとんど何もできていません。 
 実はこのあと追跡調査をしました。自由討議

をしている、と回答したところでも、話を具体

的に聴いてみると、われわれの調査項目につい

て認識がずれていると思うこともありました。

自由討議をやっているところを電話取材でどう

いうふうに具体的に聞いてみました。聞いたら

実はやっていなかった。本会議や委員会の公式

でやっているか、議事録が残るかたちでやって

いるかと聞きましたら、実際には、休憩中にや

っていて議事録は残らないとか、別室に移って

こっそりやっていたとか、あるいは、議会が始

まる前に控え室で会派の代表が集まって議論し

ているようです、とか、これではやっているこ

とになりませんね、ということで、実際にはさ

らにこの結果よりも成績が下がると思って結構

です。ただ、追跡調査に対しては、全部の自治

体に対して調査をしたわけではありませんので、

一応、調査結果としては追跡調査前の数字で、



ここにお配りした内容のもので説明させていた

だいたというわけです。ここから割り引いて考

えなくてはならないと思います。 
 
司会（黒川） ありがとうございます。ところで、

フォーラムのホームページでは自治体別に○×

が出ているのですが、朝霞市の結果は、3 項目

全部×ということしかわからないのです。アン

ケートの個別項目では朝霞市はどういう結果に

なっているのかというのはよくわからなかった

ので、そのことの報告をお願いしようと思って

いるのですが、どのような回答だったのですか。

14～15 の調査票を見ながらということになる

のでしょうが。 
 
高井さん たぶん、そのへんがみなさん気にな

るところだと思いますが、挟み込みでお配りし

てある資料の中に、全国自治体議会の運営に関

する実態調査というペラ１枚が入っています。

これをご覧になっていただければと思いますが。

これは朝霞市の議会事務局から FAX で回答あ

ったものをそのままお持ちしました。このまま

見ても見にくいと思いますので、今、司会から

ありましたように 14～15 ページの調査票をあ

わせて見ていただければと思います。 
最初の討議形式からです。議会が市長等に質

問の事前通告はしていますかということには、

していますという回答。あらかじめ市長に通告

している。その内容は全文ではなくて要旨です。

おおむね質問しますよということと概要を通告

している。 
設問の 2、本会議における一般質問に制約は

ありますかという問いに、ありますと回答です。

たとえば武蔵村山市は時間回数無制限、やる気

なら 24 時間質問しても構わないというところ

もありますが、多くは制限して、朝霞市も制限

している。その制限の内容については、朝霞市

は回数で 3 回まで、質問に関しては時間制限で

25 分ということだそうです。質問だけカウント

して 25 分という時間については長く取ってい

るのかなと思います。私のいた三鷹市議会は 1

人片道 10 分。質問時間は会派ごとに割り振ら

れますので、会派の議員の数×10 分を会派内で

調整します。25 分というのは長いのかなと思い

ます。しかし 3 回までという回数制限がありま

すから、一問一答のような質疑にはならないと

いうことです。 
それから、次に本会議における質疑に制限が

ありますか、ということですが、これは制度上、

質問と質疑というのは分かれていまして、質問

というのは一般質問という言い方をしますが、

市政に関して一般的にいろいろなことを市長に

問いただすという仕組みです。質疑は個別の議

案についてその不明な点や問題点を行政側に問

いただすというものですが、質疑に対する制限

はありますかということについて、質疑に回数

制限だということです。どこでもそうですが標

準会議規則というものがありまして、それにし

たがって各自治体が会議規則を決めているので

すが、それにその中で質疑は 3 回までとか、2
回とか制限しています。そういった制限がある

と思います。設問 3 の本会議の一般質問で一問

一答方式を導入していますかという問いにいい

え、それから質疑で一問一答方式を導入してい

ますかということにいいえです。 
設問 4（市）長提出議案に対して議員どうし

の自由討議を行っていますか、というこれはさ

きほど私がもうしました自由討議ですね、やっ

ているか、という問いにやっていませんと回答。

委員会でやっていますがという問いにはやって

いませんと回答。それから全員協議会でやって

いますかという問いにやっていませんと回答。 
設問 5、2006 年 1 月 1 日～2006 年 12 月 31

日までの 1年間に議員提案の条例案はあります

か、という問いにありませんと回答。それから

市民の参加する機会について、傍聴者に発言を

認めたことがありますか、という問いに、これ

はありませんと回答。請願・陳情者に説明する

機会を保障しましたか、という問いにありませ

んと回答。請願陳情者に発言する機会はないと

いうことです。 
設問 8 公聴会を開催したことがありますか、



という問いにありませんと回答。参考人を招致

したことがありますかという問いにありません

と回答。それから議会や委員会の主催で議会と

市民が一緒に説明する場がありましたか、とい

う問いにありませんと回答。こんな感じですね。

ずっといって全然改革に該当する回答が無いで

すね。委員会の傍聴は制限で許可されるという

ことはありますけれども。これはどこでもそう

ですけど。まぁ、ずっと見ていって議案関連資

料の閲覧はできないとか、あるいは傍聴動画記

録の配信はしていない、それから次の大きな問

題ですが、議会報で議案に対する議員個人の賛

否を公表していますかという問いにしていませ

んと回答しています。誰がどういう議決をした

か公表していないということです。そういった

ことについて議会報以外の場で議会の審議内容

を説明したことがありますかという問いにあり

ませんという回答で、基本的にまぁ、朝霞市議

会さんはほとんど私たちの調査からは何もでき

ていない、と限りなく 0 点に近いということで

す。 
 
司会 ありがとうございます。 
 ところで、一般市民が参加する審議会委員会

の発言は議事録をホームページで公開されて、

実名で全市民的に検証される状況になっていま

すが、市議会の記録については、議事録以外の

賛否というのが物好きな議員さんだけが、自分

の支持者向けの広報だけで紹介しているだけだ

ということで、これは基本的な問題だと明確に

認識できました。 
 広報あさかに入っている朝霞の市議会の広報

では、賛否は誰かかわらないし、質疑応答は丁

寧に書かれていますが誰がしたかわからないで

すよね。何となくこの主張をしているからこの

政党の議員だろう、というのしかわからないで

すよね。そういう状況だということです。 
 やはり議員が何に賛成したか反対したか有権

者が簡単に入手できないということはおかしい

んだということをふまえまして、それは埼玉県

南西部のこの地域に限ったことなのか、という

のがもう１つのテーマであるので、その本当は

今日お招きした松本さんは財政などの本を書く

ぐらいの人なので、もうちょっと高度な話をし

ていただきたいと思っていたのですが、今日は

市議会の改革について和光市ではこんな話をし

ていただきたいということです。 
 今私の手元にある和光市の市議会だよりは和

光市民の税金で作っているので、この議会だよ

りでは和光市では 22 人の個々の市議会議員が

質問したことが１人ひとり 3～5 に絞って一覧

にしています。そして最終面にはどの議案に賛

成したか反対したか○×がついています。こう

いうことをちゃんと広報しています。 
 和光市の市議会はそれに留まらず新しいこと

を始めようとしているのでそのこともお話をし

ていただきたいと思います。 
 
松本武洋さん（和光市議会議員） 資料は 16 ペ

ージと別スリの大きな資料をご覧ください。和

光市の状況なのですが、改革フォーラムさんの

採点では 30 点だと思います。そんなに優秀な

部類ではないです。それでも議会の中の運営に

ついてはかなり進んでいる方だと思います。た

とえば一般質問は一問一答方式が早くから実施

されていて、そういう意味では進んだ方です。

しかし 5 年前で進歩が止まっている状態だと思

います。いい状態になったなぁと安住している

段階かと思います。 
 和光市の市議会だよりに関しては、公表が会

派ごとの賛否です。会派には意見が割れること

がありますが、その場合には△になっていて、

中身はわからないのです。私は 4 人の会派を組

んでいますが、以前は 2 人の会派を組んでいま

した。で、そのときにはしょっちゅう△なんで

すよ。よく割れるものですから。そうするとど

っちがどうだったのかというのは、私のビラを

受け取った人しかわかりません。同じ会派の相

手はビラを撒きませんので。実はこの細かく乗

せてくれという申し入れを議会運営委員会にし

ているんですけども、紙面がないということで

いつも断られていて。実際には細かくすれば載



せられるのですが。△の場合には内容を注記す

ればいいのですけど、それがダメと言われたと

きの理由が不公平だから、特定の議員の名前が

回数多く出るのは嫌だと言われました。 
 大きいコピー資料は、今、和光市議会の議会

運営委員会で議会改革の討論をしていますが、

その俎上にあがっているもののリストです。こ

の間 1 回目の議論をしたところです。実際に 1
番から 8 番目までの議論をしまして、5 番目ま

ではすべてダメということになっておりまして、

改革を訴えてもすぐには進むものではないかな

ということです。実はこれ、真ん中の白くなっ

ているところが提出した党派や会派が消してあ

ります。あとで見たいという方にはご覧いただ

ければと思います。 
 私の所属している 4 人の無所属会派です。私

の選挙のときに自治体議会改革フォーラムのロ

ゴをビラなどにすり込みまして、これを基本に

議会改革に取り組みますというお約束をしたの

ですね。他の 3 人と会派を組むときに、私は議

会改革を約束しているけどみなさんはどうか？

と全員にこの会議の資料を読んでもらって、お

おむねこの改革に賛同するという約束をしてい

ます。 
「新しい風」という会派を組んでいまして、

そこの資料にも表側に議会改革の提案というの

を付けていますが、実際には 4 月の選挙が終わ

って 6 月に改革の提案をしたのですが、議事運

営委員長が口頭では受けてくれませんで、書面

でもってこいというので時間を取ってしまって、

9 月に各会派から改革の要望書というのが着い

て、それで改革の取り組みをすることになりま

した。 
そのときに面白かったなぁというので資料を

付けましたが、2 枚目の裏側に 2 つ改革の要望

を会派の名前を消した要望書を付けました。あ

る 1 人会派の方が、私どもの会派の要望を見て、

あわてて差し替えてきたものが、いっぱい書い

てきたものです。最初はちょっと書いた方を出

した方を出しました。このように議会改革とい

のうは市民の眼にさらしていけば、やばいな、

各議員が思うのだ、ということを感じたので、

添付しました。 
 やはり何らかの議会改革をしないと朝霞地区

の場合は、市民の眼に耐えられないような状況

になってきていると思います。あるいは具体的

な改革ではないのですが、個人の議会、個人の

議員が思いを定期的に伝えているかどうか、か

たちは問わないんですけど、そういう人がいな

い議会というのはダメな議会だと思っているん

ですね。和光市の場合は幸い 22 人の７人が定

期的に議会の報告を出しています。これが私が

議員になる前の段階では 3 人か 4 人しか出して

いなかったと思うのですが。徐々にやっぱり増

えてきたと思います。朝霞の市議さんで定期的

に出しているのはどれぐらいおられるんでしょ

うか？ 
 
司会 私が市境に住んでいて、議会報告がどれ

くらい投函されるものなのかよくわからないの

ですが、入ってくるのは共産党ぐらいですね。

あれは議会報告になりますか。たまに市民ネッ

トさんが入ってきていますが。他の議員さんで

議会報告を配っているのはありますか。 
 
藤井さん（参加者・市議会議員）  選挙前はあ

りますけど。 
 
司会 支持者だけではなくて、毎議会ごとに一

般の有権者に一定の地区には配っているような

方は 
 
藤井さん 見たことないですね。 
 
松本さん たぶん少ないと思うのですよね。こ

れはいやらしい言い方なのですけど、議員とい

うのは政策をやりますという自分が商品ですよ

ね。商品というのは広告打つか口コミで広めな

いとなかなかわかってもらえないですよね。経

営者も商品で、期間限定で（株主に）雇われま

すよね、議員がどういう動きをして、どういう

人なのか、商品の内容もわからずに商品を売っ



ているようで、みなさんが値段をついているガ

ソリンスタンドとついていないガソリンスタン

ドとどちらが好きかということだと思うのです

よ。そういう中で何人かの人が自分の支持する

議員さんとかに、あんた何やっているんだか報

告しな、とかそういうことを言うようになって

くると、がらっと議員と市民の間が変わってく

るのかなと思っています。 
改革の話に戻って、もうちょっと話をさせて

もらいたいのですが、実際に今やってきている

改革の流れの中で、一個一個議論するのですけ

ど、１番から 5 番まででちょっと変わった意見

なのかなという意見も入っていたりとか、最も

なんだけど保守系の同意がとれないとかいうこ

とがあって、全部ダメなのですよね。 
6 番と 8 番がペンディングになっているので

すよ。委員会の日程の見直しというのがですね、

今和光市の場合は同じ日に 4つの委員会一発で

やってしまうんですよね。そうすると議員どう

しが相互に傍聴できないということと、万が一、

2 つの委員会に傍聴に出たいという市民がいた

場合に、見られナインですよ。いつ見ることに

なるかというと、委員会の議事録というのがで

すね、すぐにはできないのです。和光の場合半

年ぐらいかかる。そうすると、半年かというと

一般の議事録ができる間にやるものですから、

早いときは早いんですけど半年ぐらいたったと

きにやっと正式なものがあがりましたというこ

ともあります。で、そういう中でですね、やは

り見れた方がいいですよね。ところが今のいい

わけというのがですね。今 1 日でやっているも

のが 3 日延びます。そうすると議会の事務局が

議事録を作る期間のリミットがそれだけ短くな

ると。厳しいから勘弁してくれと、事務局から

来ています。事務局はここだけの話ですけど 5
時に帰ってしまうのですよ。役所に来てびっく

りしたのは 5 時半になると真っ暗になってしま

うのですよ。私は飲み会をやるのに 9 時からし

かできない会社にいました。5 時に帰るやつが

何を行っているんだという意見なんですが、そ

うだそうだという議員さんもいまして、この委

員会の見直しというのがペンディングになって

いまして、役所の負担を調査することになって

います。 
 もう１つペンディングになっているのがです

ね、議長の委員会の採決の禁止について。個人

の議員の採決権を左右する問題なので決められ

ないという結論になりつつあります。今後、出

されたすべてのものを 2 年間かけてすべて話し

合っていこうという話になっていますけど、今

の雲行きを見ていると実現するのはそんなに多

くないのかなと思っています。ただ、私の場合

はこれに沿って改革しますという公約をもうも

のすごい枚数配ってしまったので私は取り組ま

ざるをえないという立場にいます。逆に議員に

そういう約束をさせると、いやいやでもやって

いきますので、これもまたみなさんの支持する

議員にこれやれということがありましたら、こ

れを約束させるというのも大きなインセンティ

ブかなと思います。少し長いのでこれで終わり

ます。 
 
司会 ありがとうございます。今の和光市の改

革なんですけども、頭出しの話しか松本さんに

聞いていなかったものですから、全議会的に 2
年間議論するということなので、すごく先進的

だなというか、和光市も 20 年ぐらい前までは

朝霞市と変わらずの議会だったわけですから、

ずいぶんかわったなぁ、と思いました。ここに

現職の議員さんって藤井さんだけですかね。朝

霞市の議会ってそんな議論ってできる雰囲気は

ありますか。あの少数会派だから何だって行っ

たっていいと思いますが。 
 
藤井さん ないですね。議会って代表者会議で

話し合われるだけで、全員が合意しなければダ

メということで、なかなか難しいですね。 
 
司会 議長もそういうリーダーシップを取ら

ないのですか。 
 
藤井さん しなければという声はありますが、



どうという反応はありません。 
 
司会 わかりましたありがとうございます。こ

とほど左様に議会の改革がなかなか進まない。

和光市でも進んでいるように見えるけど、世間

一般のものを買う論理から言えば全然ですよ、

という話がありました。議員どうしが討論しな

いという、要するにその変な言い方すると執行

部を締め上げたり、質問を当てつけることで何

かをかちとってきた議員が評価されて、議員ど

うしの議論でいい話を前に持っていった方が勝

つという仕組みじゃない。だから結局議員が足

のひっぱりあいしかやらないと言われるのはそ

こにあると考えていいのでしょうか。 
 
高井さん そうですね。 
 
（会場とのやりとり、聴取不能。） 
 
司会 そのようなことをふまえて、朝霞市の議

会というのが、議会改革がとても遅れていると

いうことですが、実は私たちの会でアンケート

をとりました。別紙の字だらけの、急いでまと

めたのでだーっと字だけで書いたのですが、裏

側を見ていただいた方がいいと思います。後で

詳しくやりますが、アンケートを打って返って

きた候補予定者が 30 人中 7 人です。それから

アンケートを出さなくてもいいですから今日の

参加者に政権を知っていただいくためにチラシ

を配りますからくださいとお願いして持ってき

た候補者が 1 人だけです。合計 8 人です。見ず

知らずの人に自分の言っていることを知っても

らって、自分の選挙を臨もうという選挙ではな

いのですね。 
 こうして選ばれた人たちに、前向きに議会改

革をやってくれ、自己改革をやってくれという

ことができるかどうかというのがこれから問わ

れているかと思っています。このような候補予

定者たちの状態なので、この議論をしても蛙の

面になんとかということになると思います。 
 朝霞市でどういうアクションをしたらいいの

かということを高井さんと松本さんに、有権者

が結局、有権者も候補者も議会改革というテー

マに気づいていない中でふわっと選挙をやる。

誰も公約を掲げて議会改革などと言って選挙を

出るわけではない。誰もそういう文書類を撒か

ない、言論活動をしない、HP を持っている候

補者が 5 人しかいない、こういう中でどういう

ことをやっていけばこのまちの議会がましにな

るかということをお話していただければと思い

ます。 
 
高井さん なかなか難しいのですが、今回の私

たちの運動の中で、統一地方選挙をやっていた

だいた方に話してみると、議会改革が票になっ

たかと聞くと、だいたいほとんどの方が票にな

らなかったと答えるんです。議会改革といって

も、自分たちのことだろ、と。議員の自分たち

のことだから自分たちで勝手にやってよ、こう

いうあのことで票にならなかったと感じること

が多いです。 
 ところが、私たちも最近議論を始めているの

ですが、議会改革というのは議員、今いる議員

たちためだけのものなのだろうかということな

のですよね。議員っていったい何なのだろうか、

そもそもそこの議論って誰もしていないのでは

ないか。 
よく、議員は市民と別の存在のようにとらえ

てしまいますね。有権者のみなさんも議員とい

う人たちが別にいると感じてしまうことが多い。

でもそうではない、議員というのはあくまでも

有権者の一部分であって、議員も市民の 1 人で

あって、自分たちが議会に集まって議論をする

だけの時間がないので、投票した議員に代わり

に出ていってもらって議論をしてもらう、とい

うのが本来の議会制民主主義の基本ですから、

そう考えると議員のことだから勝手にやってよ

というのは、自分たちを否定することにもつな

がるんじゃないか。議会でそれを決めるという

のは、じぶんたちのまちでのルールを決めるわ

けですから、自分たちにすべて跳ね返ってきて

しまうのですね。議会のルールを決めるという



ことは、自分たちの自治体で物事を決めるルー

ルとなる。そう考えると自治体議会改革は議員

たち、今いる議員だけではなくて、将来も含め

た自分たち自身の物事を決めるルールを決める、

ひょっとしたらみなさんが次の選挙に出られる

かも知れない議会の中で過去の実例はこうでし

たよと、過去の慣習はこうでしたよと縛られて

しまったら、自分もここの部分を変えたいと議

員になったら、過去の経緯にひきずられてかん

じがらめにされて議論できない、これでは困る

わけですから、議員は常に●●るものなのだ、

つまり自分たちの意見を同市政に反映するのか、

それをちゃんとしていこうというのが議会改革

なのですね。 
まずはみなさんがそういう認識を持っていた

だいて議会改革をちゃんとやらない議員は降ろ

してしまえ、こういう運動をどこかで始めても

らう。そうでないと議員というのはそういう市

民の運動があって、ああ自分もこれじゃいけな

いなと思うこともあるものですから、そういう

ことを何回か選挙を経ていくなかでシャッフル

をしていくことにならざるを得ない。今すぐこ

れを変えようというのは難しいと思いますが、

ある意味地道な努力をしていく必要があるので

はないかと思っています。 
 
松本さん 端的に票になるかならないかという

と私は多少票になったのではないかと思ってい

ます。要は議会改革をやっていますというイメ

ージは感度の高い市民にはいいイメージになる

と思いました。もう１つ、市民の言うことって

議員は敏感でして、議会改革が票になるんだと

いう印象を与えるのはみなさんです。得すると

思うと動くのが議員です。それは仕方がないで

す。商売というと言葉が悪いですが、１つの商

売ですから。その中で商売のプラスになると思

うことが市民のみなさんに得になりますし、議

員としても実は議論したいんです。それぞれと

やりとりしたいですし、自由に発言したいんで

すけど、面倒くさいんですねルールを変えると

いうのは。合意を取っていくというのが手間が

かかりますし。面倒くさいんだけどほんとうは

これではいけないんだろうなと思っている議員

を押してあげる、そういうことがもしかしたら

議員の意識を変えるのかなと現場の意見として

言います。 
 
司会 ありがとうございます。今その議会改革

が票になるのかならないのかという話がありま

して、やっぱりこの今のタイミングで、議員さ

んに候補者にものを言っていくとか、自分の思

い描いている改革の方向にある人を地道に応援

する、ちょっと助けてあげるということが大事

じゃないかと思います。昔、当時千葉県の佐倉

市副議長さんにお話に朝霞市に来ていただいた

ことがありましたが「なんてちらしの配りやす

い街なんでしょう」と。小さな一戸建てが埋め

尽くして、マンションがあって、ちらしくばり

がしやすくて、こんなところこそ市民のいろん

な選挙の手伝い方ができる街なんじゃないかと

おっしゃっていただいています。本当に議会改

革に積極的な候補予定者に対して、手軽に応援

できることがあれば、ちょっと手伝って、その

人たちの票をのばす、票にするんだ、市民は見

ているんだということを出していくことが本当

に必要なんだろうと思っています。 
 議会って予算とかいろいろな将来を決めるこ

とがあるので、それとわれわれ市民が審議会に

入り込んでちょぼちょぼ言ったってたかが知れ

ているんですけど、議会で質問するとそこそこ

拘束力が出てくる。しかもその会派が伸びてい

くんだとなるとますます市長は気になっていく

ということで、やっぱりちゃんと市議をつくっ

て育てていくことが必要なんだと思いました。 
 でもなかなかなり手がいないんですよね。特

に朝霞市の人口の半分以上を占める新住民とい

う人たちからは。実は私も 8 年ぐらい前に市議

になれというオファーがありまして、やってみ

ようかなと思っていろいろ悩んだんですね。何

がというとこの辺の市議さんって、給与がすご

く安いのですね。議員って給与が高いというイ

メージがあるのですけど、松本さん。 



 
松本さん 私で年間 564 万円。あと、政務調査

費が月 2 万円でやることになるので、当然食え

ないので本書いたり、アルバイトしたり。ただ

たくさんの寄付を１人からもらうとくっついち

ゃうんで、私の場合 5000 円超える寄付はもら

わないことにしているのですけど、そういう安

い、安いか高いか議論があるのですけど、朝霞

の場合でも 600 万ぐらい、人口が 12 万います

ので、本当に熱心にチラシを配ったりきっちり

やったら食えないですね。 
 
司会 そういう背景があって、地主ばかりが議

員になっています。サラリーマンはまず議員に

ならない。専業主婦は可能性があるのですけど、

朝霞の場合、まだそういう専業主婦さんって出

てきていない。いうことで、サラリーマン家庭

が市議会に入ってこないということで、結局地

主と、議員というのが党の専従者という位置づ

けになっている共産党、公明党の方しか出てこ

ないということになっています。議会改革とい

う話はどこ吹く風ということになって、一般市

民が議会参加していないということですね。そ

れからこの中で出ていた議会の参考人という制

度ですが、私が札幌に住んでいて、交通運賃の

値上げとか、そういう市民参考人を呼んで議案

を審議します。それでその時に生活クラブ系の

政党の会派から参考人として喋ってくれと頼ま

れて発言したことがあります。確かに限定的な

民主主義ですけども、そこで参考人といえども

交通局のことを当てずっぽうで批判されても困

るということで、市の職員たちが日参して説明

に来るんですね。なるべく賛成よりの意見を言

ってほしいということ込みで。しかし、そうい

うことをやることによって市民が鍛えられてい

く。私も 1 人で聞くと危険なので、一緒に交通

問題に取り組んでいるグループを集めて聞いて、

交通局の情報をみんなで共有するようにして、

その上でもう一回、二回原稿を直すということ

をやったことがあります。そういうことをやれ

るということを通して市民が鍛えられていくと

いうことなのかと思っていますが、なかなか朝

霞は行き着かないと思っています。 
話は市民参加に移していって、実際に朝霞市

は塩味前市長になる前というのはもっとひどく

て、市民参加はない情報公開はない、議会は先

ほど申しましたとおりで、市役所が何やってい

るのかというのは個別の陳情関係でしかわから

ないという街だったんですね。塩味さんは弁護

士ですから、そんなのおかしいというわかる本

質的にわかっていて、曲がりなりにもやってき

たんでしょうね。不十分ながらも。だけどその

ここにきて、やっぱりここにきて市役所が情報

を閉ざしているなと感じがしてまして、基地跡

地の問題とかですね、市民参加でまとめたもの

を、本来だったら市民参加で否定しないと論理

がおかしいのに、市役所が国と勝手に約束を結

んでしまったり、手続き論としての問題が出て

いる。それから市民参加をうたっている行政施

策、私が今関わっている地域福祉計画、そうい

うのも、これは行政のやるものです、これは市

民のやるものです、と分けて、行政の分野につ

いては市民に議論をさせない、市民に手を突っ

込ませない、市民は市民ができることだけを議

論しろと、役所の中で福祉政策の歪みを直すと

いうような話は全部庁内でやるから喋るだけ喋

らせるけど聞く必要はない、みたいな言い方を

よくするんですね。市民でやるべきことは市民

で全力でやってください、と、裏返すと庁内の

ことは口出させないということになっている。

議会がこのような状態だと、庁内やりたい放題

ですね。やりたい放題やってくれればまだいい

んですけど、なかなか動かない状況というのが

朝霞市の市民参加です。そういうことの限界が

基地跡地の問題に出てきていて、私は別に基地

跡地の反対運動と全くもって一緒だということ

はないのですが、この一点においては最近はひ

どい状況に陥っているなと感じています。 
市民参加についてはきちんとした弁士をご用意

できればよかったのですが、私の方から感覚的

な話をしてですね。ここまできてあと 10 分、

参加者から意見をうけたまわって議論を進めた



いと思いますが。 
 
参加者１ 地方自治ゼロ点ですね。市役所も市

議会も。やはり何も変わらない。私はこの最初

の社会人社会党と共産党が一緒になっていたの

に、ここも一緒に歩みよったらどうかと思いま

すが。 
 
司会 それもそうだと思うのですが、全く違う

人が議会進出して議会が変わったところもある

ので、松本さんに話をしてもらえますか。ちょ

うど松本さんの世代ですか？ 
 
松本さん 和光市の場合、もう今は地主さんの

議員が 3 人だけなんです。で、過半数が和光市

出身じゃない、ということで、私もよそ者でし

て、そうすると逆に地元の地主さんと議会との

関係というのが、ちょっと難しい状況になる。

市長さんも実はよそ者です。そうすると役所に

協力しないとへそを曲げる地主さんもいて、だ

からまぁ行き過ぎると大変なことになるという

感じもしています。 
また、政党の議員さんの対応が難しい。22 人

のうちの共産、公明が４、４、社民党が１、民

主が１人いますので、こことのやりとりによっ

て、ぱたっと物事が決まっちゃう傾向があって、

もうちょっと流動性がほしいなぁと。朝霞も多

数派の第１会派の進政会がかなり大きいのです

ので、そこに議会改革の考え方を注入するとい

うのもまた大きな仕事かと思っています。出過

ぎていますか。 
 
司会 高井さんも市民参加のあたりで 
 
高井さん 三鷹というのも非常に市民参加が進

んでいるといわれていたところで、市の長期計

画を作るときなんかも、必ず市民参加をやると。

最近ですと前回の長期計画策定でも、来たい人

みんな来てくださいということで400人ぐらい

市民が集まって、2 年間ぐらいかけて議論をし

て計画を作るということがありました。それは

それで問題はあったんですけどね。 
ただ、そういう経験をしながら私も見てきた

のですが、よく 8 年ぐらい前からですか、協働

という考え方が一般的になってきています。協

働というのは市民参加論とは違う考え方だと思

います。よく言われているのが参加があって、

参画があって、協働になるということを言いま

すが、次元の違うことでして、参加とか参画と

いうのは役所がやることに市民がちょっと来て

ください、意見を言ってくださいというレベル

なんですけども、そういうのではダメなんだろ

うな。協働というのは同じ土俵の上で話をする、

職員もそうだし、市民もそうだし、議員もそう。

みんなが同じ土俵で同じ資料で一から議論する。

おそらく自治のあり方としてはそれが一番いい

んだろうと。私は思っています。 
それにしても私は市民のみなさんが市政にか

かわろうという意志を持たなくてはならないの

だろうと思います。役所が情報が出さないとい

うことなのですが、情報公開の制度がしっかり

しているという話は伺って言いますので、情報

公開制度をどんどん使ったらいいのではないか

と思います。請求されて条例どおりなら役所は

情報を出さざるを得なくなってくるんです。ど

ういう情報があるかという想像力をみなさん使

っていただいて、こういう公文書があるはずだ、

というのをイメージしていただいて役所にこう

いう情報はないのかと請求していただく。そし

て実際に公文書があれば情報公開を申請して、

情報を出させていく。 
そういうことをしていくと、ある意味議員も

焦ってくるんですね。それまで議員は役所との

なあなあの関係でこっそり資料を見せてもらっ

て自分はこんなの知っているぞということで動

くことが多いのですが、そうではなくなって、

市民が直接公式ルートで情報を取り寄せたら議

員は市から入手した情報を出し惜しみしていら

れなくなるんですね。ですからまずは、みなさ

んが行動をするということが街を変えていくと

いう一番のきっかけになるんじゃないかなとい

うふうに思っています。それが参加を考える基



礎になるんじゃないかと思っています。 
 
 
参加者 2 朝霞の場合は新住民がかなりいると

いう。議会を傍聴しに行きたいというのでも、

できれば議会が土日開催とか、そういうことを

唱っているひともいますがある程度の人が行け

ると思うのですが。サラリーマン世帯には土日

に休みは取れるんですが、全国でそういうとこ

ろはないんですか。 
 
高井さん イベント的にやるところはいくつか

あるようですが、システムとしてやっていると

ころですがないです。 
 
参加者 3 大田原市議会がやっていましたがや

めましたね。 
 
高井さん いろいろ課題があって、職員を土日

出勤させなくてはならないとか。職員も議会事

務局だけではなくて答弁要員まで含めると多数

になって、その人たちに代休を与えると業務が

止まってしまうという問題がありますので、あ

るいはその人件費（残業手当・休日出勤手当等）

をどうするのかなど、物理的問題はありますね。

審議日数を確保する問題もありまして、土日と

いうのは 1 ヵ月に 8 日間。議会は 20 日間開い

ているので吸収できなくなる。まだまだ検討し

なければならない課題がある。そういう意味で

は自治体議会改革フォーラムではいきなり土日

開催はいけないだろうから、逆に動画配信など

でいつでも見られるとか、中継ではなくて、24
時間いつでも見ることができる、そこからやっ

ていくべきではないかという運動をしている段

階ですね。最終的には夜間や土日でも開ければ、

サラリーマンでも傍聴どころか議員になること

もできますから。いくつか段階があるかと思い

ます。 
 
司会 第一部はここで終わりにします。 
 


